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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る臨時休業延長について 

 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関して、お子様の健康安全へのご配慮、誠にありがとう

ございます。浅口市では、５月６日(水)までを臨時休業としておりましたが、新型コロナウイルス

感染症の潜伏期間を考慮すると、大型連休後２週間は感染状況の推移を見極める必要があり、浅口

市新型インフルエンザ等対策本部と協議し、浅口市教育委員会として検討した結果、浅口市立の小

学校・中学校を下記のとおりの対応とすることにいたしました。 

児童生徒の健康安全と感染拡大防止のための措置でありますので、ご理解とご協力についてよろ

しくお願いいたします。 
 

記 
 
 １ 臨時休業延長の期間 

   臨時休業期間を５月２０日（水）まで延長します。 

   ※５月２１日（木）以降の対応につきましては、後日お知らせします。 

     

 ２ 分散登校日の対応 

  〇 感染リスクを下げるために分散の登校日とします。（１１：３０下校） 

   ５月７日（木）・11日(月)・14日(木)・18日(月)は（男子１～５・女子 31～36）の登校日、 

５月８日（金）・12日(火)・15日(金)・19日(火)は（男子６～・女子 37～）の登校日と 

します。 

※  登校の際は制服での登校となります。 

※  登校日に来られない場合には、学校へ連絡をお願いします。 

※  ５月７日（木）・５月８日（金）の持参物は、学習課題(提出しなければならないもの全

部)、デイズノート、生活ノート、 筆記用具、各教科の先生から指示されたもの（教科

書・ノート・ワーク等）等必要なもの。 

※ 当日の朝、記入した健康観察記録表を持参してください。 

登校日当日、風邪の症状や体調不良の場合は自宅で休養するようにしてください。 

  

 ３ その他 

  〇 不要不急の外出は避けてください。 

   ※ 毎日のように全国的に感染者を確認しております。引き続き、極力自宅等で過ごすよう

にしてください。 

 

〇 自宅において健康観察をお願いします。 

   ※ お子様やご家族が、新型コロナウイルスに感染していると診断された場合、新型コロナウ 

イルス感染症の患者と接触があり、保健所から医療機関の受診や自宅等の待機を求められ 

た場合については、すみやかに学校に連絡をお願いします。 

 

〇 臨時休業中の学習の遅れについては、夏休みを一部短縮して対応していきます。 

 

〇 今後の学校対応の変更等の連絡は、各学校から各ご家庭に、メール配信・各学校のホーム

ページ掲載・電話等により行います。緊急連絡は、８：１５～１６：４５までは各学校へ

お願いします。なお、これまでどおり、１６：４５～翌日の８：１５の間については、市

役所（４４－７０００）へご連絡ください。 

 

 
新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しており、必要に応じて対応が継続・

変更になる場合があります。新たなお知らせや変更がある場合は、その都度ご連絡いたします

ので、確認をお願いいたします。 


